
 

 

川崎市歯周病検診事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 19 条の２

及び健康増進法施行規則(平成 15 年４月 30 日厚生労働省令第 86 号)第４

条の２に基づく健康増進事業として、市民の健康保持及び向上のため、

歯の喪失予防及び口腔内疾病の早期発見に資するよう、一定年齢の者を

対象とした歯周疾患検診(以下「検診」という。) を受診勧奨するとと

もに、検診を実施するにあたって、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 (実施主体) 

第２条 検診の実施主体は、川崎市又は市の委託を受けた者とする。 

(実施期間) 

第３条 検診の実施期間は、毎年７月１日から翌年３月 31 日までとする。 

(対象者) 

第４条 検診の対象者は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和 42 年法

律第 81 号)の規定により住民基本台帳に記載されている者で、当該年度に

おいて 40 歳、50 歳、60 歳及び 70 歳に達する者とする。 

(実施医療機関の登録) 

第５条 市内の医療機関が検診を実施する医療機関として登録を受けようとす

るときは、川崎市歯周病検診登録医療機関申請書(第１号様式)により、市

長に申請するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合は、当該医療機関を歯周病検

診実施医療機関として登録(以下「登録医療機関」という。)し、登録医療



機関に対して、川崎市歯周病検診実施医療機関登録書(第２号様式)を交付

するものとする。 

(登録事項の変更及び辞退の届出) 

第６条 登録医療機関の開設者は、登録事項を変更し、又は登録を辞退し

ようとするときは、川崎市歯周病検診登録医療機関登録事項変更(辞退

)届(第３号様式)を市長に提出しなければならない。 

(検診の実施方法) 

第７条 市長は、第４条に規定する対象者に対し、あらかじめ受診券を送

付するものとする。 

２ 検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、検診を実施する

登録医療機関 (以下「実施登録医療機関」という。)において必要事項を

記入した受診券を提出して受診するものとする。 

３ 受診者は、第３条に定める受診期間において、１回に限り受診できるもの

とする。 

(検診の内容) 

第８条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 問診 

(２) 歯周組織検査 

(３) 検診結果の判定 

(４) 検診結果の説明及び判定区分に応じた指導 

 (実施の報告及び記録の保存) 

第９条 実施登録医療機関は、検診の結果を川崎市歯周病検診記録票(第

４号様式の１)により市長へ報告しなければならない。 



２ 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該年度終了後５年間、

川崎市歯周病検診記録票(第４号様式の１)を保存しなければならない。 

３ 実施登録医療機関は、歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 23 条の

規定に準じ、実施医療機関が検診を実施した日から起算して５年間、川崎

市歯周病検診記録票(第４号様式の２)を保存しなければならない。 

(結果の通知) 

第１０条 検診結果は、実施医療機関において、川崎市歯周病検診報告書 (

第４号様式の３)をもって受診者に通知し、必要な情報提供を行うもの

とする。 

(費用) 

第１１条 検診に要する費用の額は、市長が別に定めるものとし、受診者

が負担する額は無料とする。ただし、第８条に規定する内容以外に係

る費用は、受診者が負担するものとする。 

(費用の請求及び請求書の保存) 

第１２条 実施登録医療機関は、検診に要した費用を、川崎市歯周病検診

委託料請求書(第５号様式)により、翌月 15 日までに市長に請求するも

のとする。 

２ 実施登録医療機関は、歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 23 条の

規定に準じ、実施医療機関が検診を実施した日から起算して５年間、川

崎市歯周病検診委託料請求書(第５号様式の２)を保存しなければなら

ない。 

 (支払い) 



第１３条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審

査し、適当と認めるときは、毎月 15 日までに請求があったものについ

て、請求があった月の翌々月末日までに実施登録医療機関の指定口座

に支払うものとする。 

 (補則) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める

。  

附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 (川崎市歯周疾患検診(節目健診)実施要領の廃止) 

２ 川崎市歯周疾患検診(節目健診)実施要領は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は、平成 28 年４月 14 日から施行する 

(平成 28 年熊本地震に伴う特例) 

２ 平成 28 年熊本地震の被災により災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号

)の適用を受けた地域の方々が、一時的に居住地のある市町村から本市

へ避難している場合において、震災後の生活実態等をかんがみ、避難者

の健康増進に資するため、平成 28 年４月 14 日から当分の間、第２条の

規定を準用する。この場合において、同条中「本市に住所を有し」とあ



るのは「平成 28 年熊本地震の被災により災害救助法(昭和 22 年法律第

118 号)の適用を受けた地域の方々のうち、一時的に居住地のある市町

村から本市へ避難している方々であり」と読み替えるものとする。 

   附 則 

この要綱は、平成 30 年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 (施行期日) 

１ この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

(新型コロナウイルス感染症に伴う特例) 

２ 健康増進事業実施要領の一部改正について(令和２年６月１日付け健

発 0601 第３号厚生労働省健康局長通知)に基づき、新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和元年度に受診できなかった令和元年度の受診

対象者について、令和２年度の対象者とみなすものとする。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は令和３年６月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正前の要綱の規定により調製した様式で現に残存するものについて

は、当面の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用すること

ができる。 

附 則 



この要綱は令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は令和５年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和６年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和８年７月１日から施行する。 

 

 

 



川崎市歯周病検診登録医療機関申請書 
 

令和   年   月   日 

 

 （あて先） 川 崎 市 長 

 

医療機関  所在地                   

      名 称                     

      開設者                   

      ＴＥＬ                   

 

 

  川崎市歯周病検診登録医療機関として登録したいので、川崎市  

歯周病検診事業実施要綱第５条第１項の規定により申請します。  

 

 

 

第１号様式（歯周病検診） 

 



川崎市歯周病検診実施医療機関登録書 
 

 

医療機関  所在地                   

      名 称                     

      開設者                   

 

 

 川崎市歯周病検診事業実施要綱第５条第２項の規定に基づく、川崎市

歯周病検診登録医療機関として登録します。  

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

川崎市長   

 

第２号様式（歯周病検診） 



川崎市歯周病検診登録医療機関登録事項変更（辞退）届 

 

令和   年   月   日 

 

 （あて先） 川 崎 市 長 

 

医療機関  所在地                   

      名 称                     

      開設者                   

      ＴＥＬ                   

 

川崎市歯周病検診登録医療機関として登録した事項を変更（辞退）し

たいので、届け出いたします。  

 

 １ 変更、辞退の区別 

 

（１） 変  更 

 

（２） 辞  退 

 

２ 変更する場合にあっては、その内容 

辞退する場合にあっては、その期日 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

第３号様式（歯周病検診） 

注）本変更（辞退）届は川崎市歯科医師会長に提出してください。 

 









第５号様式 （歯周病検診 ）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所 在 地

名     称

開 設 者

注(1) 太線内のみ記入してください。

  (2) 請求書は２枚で１組です。

　　　・１枚目に、検診された方の歯周病検診受診券（１枚目・川崎市歯科医師会提出用） 

    　　川崎市歯周病検診記録表（１枚目・川崎市歯科医師会提出用）の順に添付して、

    　　川崎市歯科医師会事務局に提出してください。

　    ・２枚目は医療機関控になりますので、大切に保管してください。

    (3) 複数月分をまとめて請求する場合でも、請求書は１部で結構です。

    (4) 翌月１５日までに、川崎市歯科医師会事務局に提出してください。

 　

合　　　　計

40歳/50歳/60歳

70歳

区　　　　分
請　　　求　　　額 決　　定　　額

件 数
単 価

(税込み)
金　　額金　　額 件 数

　　　　令和　　　　年　　　　月中に歯周病検診に要した費用として、次のとおり請求します。

川崎市歯周病検診委託料請求書

医療機関コード

件 円 円

円

円

件

件

円

円

件 円

円件

件



第５号様式の２（歯周病検診 ・医療機関控）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所 在 地

名     称

開 設 者

注(1) 医療機関控になりますので、大切に保管してください。

　　　なお、振込後に川崎市歯科医師会から届く支払通知書の決定額は審査の結果、本控の請求

　　　額とは異なる場合があります。

川崎市歯周病検診委託料請求書（医療機関控）

単 価
(税込み)

　　　　令和　　　　年　　　　月中に歯周病検診に要した費用として、次のとおり請求します。

区　　　　分
請　　　求　　　額

件 数

医療機関コード

金　　額

40歳/50歳/60歳

70歳

合　　　　計

件 円 円

円

円

件

件

円


